
回 覧

～ ニ セ 警 察 詐 欺 !   続 発 ～

〇 警察官を名乗り「あなたの銀行口座が犯罪に使われている」「資金洗浄事件の容

疑がある」「あなたを犯人として捜査している」などと告げてくる。

〇 番号の頭に「＋(プラス)〇〇」が付く国際電話を利用して末尾を「0110」

と表示させるなど警察署を思わせるような電話番号からかけてくる。

〇 交流サイト(SNS)のビデオ通話などでニセの警察手帳やニセの逮捕状を示す

こともある。検察官や裁判官をかたるケースもある。

〇 指定口座への振り込みを求めたり、インターネットバンキングでの送金を要

求したりする。

〇 若い世代の被害者も増加している。

ニセ警察詐欺の手口などの特徴

～ ニセ警察詐欺被害に遭わないために ～

〇 警察は、電話で捜査対象になっていると伝えたり、SNSを使って連絡したり、ビデ

オ通話を求めたりしません。

〇 警察はSNSで連絡することはありません。

〇 警察は、逮捕状や警察手帳の画像を送信することは絶対ありません。

〇 警察は、現金を振り込ませたり、お金を玄関先などに置くように言ったり、お金を

預かるとかキャッシュカードを預かるということは絶対しません。
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拉致問題その他北朝鮮当局によ
る人権侵害問題についての関心と
認識を深めるため、毎年12月10日
から12月16日までの１週間を北朝
鮮人権侵害問題啓発週間としてい
ます。

県警HPにて、「拉致の可能性を排
除できない事案に係る方々」のうち、
御家族の同意を得られた方につい
て掲載しています。

行方不明者に関する情報提供の
ご協力をよろしくお願いします。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日から12月16日まで


